
 
 

1 

 

 

 

 

 

http://www.nodam.org/ 
 

 

 2017年 7 月 2 日（日） 豊橋市民センター（カリオン

ビル） 大会議室にて第11回総会を開催しました。 

今年はジャーナリストの相川俊

英さんを講師に招いて講演会を

行い（演題「ダムは地方を再生す

るか」）ました。また、新たな試み

として設楽ダムの建設予定地の

現況を15分のＤＶＤに三遠ＴＶさ

んにまとめていただき、当日放映

しました。 

  

 当会は 11 年目を迎えたわけで

すが、この1年で立ち木トラスト運

動に新たに350人の方々が参加

してくださいました。こうした状況

も踏まえて、設楽ダム建設中止を

求める運動の「いま」と「これから」

につなげる時間になればとスタッ

フ一同が考えた総会でした。 

 会員ら 60 人が参加くださいました。 
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11 ᶥ ̝Ḹף Ⱦɞǵ┴ ʴ ș ȈȒ̝  2017.07.02 ☿fi♃5כ  

Ⅰ）ふり返り：昨年 7月 23日の総会（あいち県民の森会場）以後 

Ừ ♄ⱶ◘▬♩ ─ ⌐≈™≡⁸ ה ┼─ ⇔ ╣⁸ ╛

┼─ ה ╩⅔↓⌂∫√⁹ 

Ừ ─ ה ─ ⌐ ⇔⁸ ─♄ⱶ⅜ ⇔≡™╢ ≢ ⅜

⇔√ ─ ╩ ⇔√⁹ 

Ừ ⱨꜟⱪꜝfi─ 2015 ╩ ⅞≡⁸ ♄ⱶ─ ⅜⌂™↓≤⅜ ⌐⌂∫√

╩ ⇔ 1 ─ ◦fiⱳ ⁸ ─ ╩ ╢ ╡ ╖ 2 ─ ⁸ 3 ┼─

⁸6 ┼─ ⁸⅔╟┘ ─ ╩ ╘√⁹ 

Ừ ₈ ♄ⱶ∫≡ ∫≡╢ ≢ⱨכꜞ₉ ⅜∫√ ™ ≤─ ⅜ ╪∞⁹ 

Ừ ♩ꜝ☻♩┼─ ╡ ╖ 

2016.08.21   

2016.09.14 ●▬♪и  

2016.09.16 ♄ⱶ ≢ ≢ ⇔ ╣⁸ ⁸  

2016.09.27  

2016.10.11 ₈™∫∑™ ₉ ≤─ ⇔ ™ ◒ꜝⱩ≢ ≢  

2016.10.28 ⌐ כꜗ♅◒꜠ ה  

2016.10.31 ♄ⱶ ≢  ⇔ ╣ ה ה  4  

2016.11.12~13   

2016.12.04   
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2017.01.08 ♄ⱶⱠכ◦ꜛfi SD ─  ╕∟⌂╖   
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2017.02  ↄ╠⇔≤  ∆╢ ה ⌐  

2017.03.09 ♄ⱶ ⅛╠─ ╩ ╘╢ 8  

2017.03.08  ⁸   

2017.03.14    3.24  

2017.03.22 ₈ꜞ☻◒ ─ ₉  ќ 5 12  
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2017.03.31 ⌐ ─  

2017.04  ₈ ≤ ╩ ╣ ─ ™∫∑™ ₉⌐ ≡  

2017.04.13,15,28 ♄ⱶⱠכ◦ꜛfi ≤ ♄ⱶ  ▬ⱬfi♩  

2017.05.24 ♩ꜝ☻♩ ↑ ▬ⱬfi♩  

2017.06.02 ─ ⌐ ∆╢ ┼ ≤ ◒┼  

β ╩ 3Ɑכ☺⌐  

2017.06.03  
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2017.06.28  β2 4Ɑכ☺⌐         

2017.06.30 ₈ ♄ⱶ│ ₉DVD 15  TV  

2017.07.02 11  ↕╪₈♄ⱶ│ ╩ ∆╢─⅛₉⁸ ☿fi♃כ  

 

 

β1                                    

2017 6 2  
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♄ⱶ─ ╩ ╘╢  
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≢─ ⁸ ≤ и ⌐╟╢ ─  
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⅜⌂™↓≤⅜ ╠≢№╢⁹ ⱨꜟⱪꜝfi─ 2015 ╩ ⅞√⌐╙⅛⅛╦╠∏⁸ 

│ⱨꜟⱪꜝfi─ ╩ ⇔≡™⌂™⅜⁸ ⌐╟╡ √⌂ ⅜ ≢№╢↓≤ 

│ ↕╣≡™╢⁹  
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⌐ ⅜ ⇔√⁹↓─ ⌐╖╠╣╢≤⅔╡⁸ ─♄ⱶ│ ─ ⌐│  

⅜ ≢│⌂™⁹ 

 

ᵓ ─ ─ ≤⇔≡ ≢ →╠╣≡™√ ─ ╛  

⌂≥─ ⁸ ⌂≥─ ⌂╙─│╒╓ ⅎ≡⅔╡⁸ │ ─ ─  

⌂≥ ⌐ ∫≡⅝≡™╢⁹ ⅜ ⅝⅛∫√ ─ ≤ ═≡⁸ │╟ↄ  ה
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─ ≤│ ⅎ⌂™⁹ 
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∆╢↓≤⅜ ↕╣⁸∕─ ╣ ≤⇔≡₈ ─ ⌂ ─ ₉ ⅜ →╠╣⁸ 

9800 m3─ ─℮∟ 6000 m3⅜ ≡╠╣≡™╢⁹ ─ ─ 

─ ⌐ ⅜ ╣≡™╢─╩ ∆╢⌐│⁸ ╩ ⅛╠ ⇔⁸∕─ ╩ ─  

ה ≢ ∆╣┌ ∆╢⁹₈ ─ ⌂ ─ ₉─√╘⌐♄ 

ⱶ╩ ╢ │⌂™⁹ 

 

ᵕ ♄ⱶ◘▬♩ ─ ⅜ ≢ ╛ ─ │ ∫≡™⌂™⁹ 

 

ᵖ ╛ ─ ה ╩ ⅎ╢ ⁸ ╛ ─ ╩ ⅛∏⁸♄ⱶ  

│ ╕≢─ ⅜⌂™╙─≤ ⇔≡⁸ ╩ ╘√▪☿☻ⱷfi♩╩  

⇔≡™⌂™⁹ 
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（※２） 

          設楽ダム事業からの撤退を求める請願 

                          ２０１７年６月２１日 

 

愛知県議会議長 中野 治美 様 

                        紹介議員 

                        日本共産党愛知県議団 下奥 奈歩 

                              〃    鷲野 恵子  

    

 

 

請願者  設楽ダムの建設中止を求める会 

                             代表    市野 和夫 

               【請 願 趣 旨】 

ご承知にように2017年 4 月初めに「愛知県の水道」（2016）が公表されました。これにより2015年 

   度（豊川水系フルプランの目標年度）の豊川水系の上水道の供給実績が確定し、設楽ダム計画の 

   根拠（フルプランの需要予測）が過大であったことが明らかになりました。 

過去の東三河水道用水の供給実績を見ると（別紙グラフ）、日最大給水量は平成12年ころ、日平 

均給水量は平成 19年ころ、を境に減少傾向に入ってきており、長期的な人口減少の予測と合わせ 

て判断すれば、今後とも水需要が増える可能性はありません。 

日最大供給量、日平均供給量の双方の実績値ともに、フルプランが想定した近2／20渇水年に 

おける供給可能量（既設水源の計画供給量の62％）を有意に下回っており、新しい水源開発の必 

要がないことは明らかです。 

なお、日本政策投資銀行の試算によると、全国的にも、水需要の減少や老朽施設の更新のため 

に今後 30年間で水道料金は6 割の値上げが必要だとされています。 

 

（参照）「水道事業の将来予測と経営改革」 

     http://www.dbj.jp/ja/topics/region/industry/files/0000026827_file2.pdf 

 

開発の必要がないにもかかわらず、設楽ダムという巨大な水源施設を建設すれば、将来世代が 

支払う水道料金がいっそう増えることは確実です。設楽ダムは豊川下流域の水害対策に大した 

意味を持っていません。そのうえ、巨大ダム事業は豊川流域と三河湾にまで深刻な環境影響を 

及ぼします。以上を踏まえて以下の請願をいたします。 

 

【請 願 事 項】 

１ 愛知県は水道用水の取水権設定を白紙に戻し、設楽ダム事業から撤退すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dbj.jp/ja/topics/region/industry/files/0000026827_file2.pdf
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Ⅱ）設楽ダムをめぐる状況 

◎ 中部地整（事業者）の動き 

ダムサイト左岸の地質調査では、2015年度に横坑 2本に加えて、2016年度に新たに1本、さらにこの4 月以

降に 1 本掘っています。これらは全部の調査をまとめてから報告を出すと工事事務所の担当者は表明しており、

左岸の岩盤状況が酷く悪いため、神経質になっているように思われます。地質問題についてのわれわれの申し

入れに対しては、全く回答はありません。 

一方、転流工については、6 月 3 日に着工式を開いて、2018年の 1 月にはトンネル工事に取り掛かる予定と

しています。また、今年度になって大名倉の原石山の地質調査のための横坑も掘られています。 

工事用道路については、川向地区から境川沿いに下り、寒狭川との合流点から、松戸橋、旧田口駅地点を経

由してダムサイトに至るルートの拡幅工事が進んでおり、工事用の大型機械を搬入する準備が整いつつありま

す。 

以上のように、中部地整は、事業推進を至上命令として突き進んでいると判断できます。 

 

Ừ フルプランの目標年（2015年）を経過 

需要想定が過大なことが確定し、ダム事業の根拠がないことが明白になりました。本体工事にかかる前に、こ

のことが明らかになったことは、大村知事が本体工事にストップをかける正当な理由ができたことを意味します。 

 

Ừ 設楽町長選挙、新城市長選挙 

この秋に二つの首長選挙があります。ダム問題を争点の 

一つにできればと思います。（※３） 

                       

Ⅲ）当面の取り組みについて 

◎ 大村知事に対して、根拠のないダム事業から撤退を求める署名運動を大きく進める。8 月末集約で進めてい

るので順調に行けば、9 月議会の前、あるいは12月議会の前に、県庁前もしくは知事室の前に積み上げて、知

事に渡し、知事の決断を促す。 

◎ 議会に対しては、繰り返し、設楽ダム事業からの撤退を請願する。その際に、全議員に趣旨が伝わるような広

報活動を工夫する。 

◎ 地質地盤問題は引き続き開示請求および開示文書資料の分析等に取り組み、中部地整に対して、専門家と

住民を交えた検討会を開くよう提案する。 

◎ 愛知県知事が撤退判断をしない場合、年内にも住民監査請求・第二次訴訟に入る準備をする。この二次訴

訟は、水道用水のために設楽ダムを造ることは無駄な支出に当たるという点に絞って、主として下流の「受益地

区」の住民を中心に原告団を作って取り組む。当会は原告団を支援する。 

◎ 流域の総合的な治水（利水を含む）のあり方を検討する研究会を立ち上げ、豊川水系の体系的な治水（利水

を含む）政策を1~2年を目処に提案する。 

 

Ⅳ）会のあり方 

 ダム問題に関心を持つ若い世代が育っているので、誰でも参加できる多様性を備えた会に変身したいと考えます。

当面、共同代表制に移行して、仕事を分担できるような体制になればと考えます。 

 

2017.07.25 パタゴニア名古屋のフェスタ（※４） 

2017.07.26 「いっせい行動」 愛知県知事（9：30～）部局（10:30～）話し合い（※５） 

 

（※３，４，５については次ページで結果報告を掲載） 
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Ⅲ）「当面の取り組み」の補足－運動を前へ！ 

（※３）7 月 27日、新城市長選挙に立候補を予定している3 人にアンケートを行いました。 

新城市長選挙は 10月 22日告示、10月 29日投票の日程で行われます。当会では市長選挙に立候補を予

定している現市長穂積亮次氏、白井倫啓氏、山本拓哉氏の3 人の方へ 4 点の公開質問状を送付しました。回

答期限を8 月 15日とさせていただきました。回答については当会が主催する集会（8 月 20日、新城文化会館：

設楽ダムは今～設楽ダム事業がムダで危険だとする理由～。詳しくは別紙を参照ください。）にて公開します。 

 ǀ ₓ│ ─ 4  

⁸ ♄ⱶ ⌐≈™≡⁸ ∆╢ ⌐ủ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ 

 ᵑ(   ) ה  ≤≤╙⌐ ∆╢ 

 ᵒ(   ) ה  ⌐ ⇔≡ ╩ ╘╢ 

 ᵓ   ∕─  

⁸ ≢ᵑ ᵒ ᵓ⁸∕╣∙╣ ↕╣√ ╩⅔ ⇔ↄ∞↕™⁹ 

⁸ ─ ≢ ⌐≈™≡─ ╩ ↕╣╕∆⅛  

  ᵑ   ∆╢ 

  ᵒ   ⇔⌂™ 

  ᵓ   ∕─  

⁸ ≢ᵑ≤↕╣√ │≥─╟℮⌂ ≢∆⅛ ⌐⅔ ⇔ↄ∞↕™⁹╕√ᵒ⁸ᵓ≤ 

   ↕╣√ │∕─ ╩⅔ ⇔ↄ∞↕™⁹ 

 

β Ɽ♃◗♬▪ ⌐ ⅜ ⁹ 

₈ ⌐ ♄ⱶ⅛╠─ ╩ ╘╢ ₉ ┼─ ╩ ⌐ ╕∫√ √∟⌐ ⅎ╕⇔√⁹ 

Ɽ♃◗♬▪⅜ ∆╢ ─ ╩ ╘√ ⅜

─ ⌂≥≢ 7 ⌐ ⁹Ɽ♃◗♬▪ │ 7 25

⌐ ⇔╕⇔√⁹ 

100 ╩ ⅝╢ √∟─√╘ ⌐ ה ─

╩ ╢ ₁╩ ⅎ√₈◦הכ○ⱩהⱵꜝ◒ꜟ☼ ─

₉ ⁸♄ⱶ ⌐╟╡ ⌂ ⅜ ╦╣╢

⌐№╢ √∟╩ ™√₈ⱪ꜡♥◒♃ה☼כ○Ⱪהⱨ□▬

▪ⱨꜝ▬הꜞⱣכ ╒√╢─ ─╕╙╡┘≤ / Ɽ♃◗♬▪

₉⅜ ↕╣╕⇔√⁹ 

Ɽ♃◗♬▪ ↕╪≢│⁸ ⅜ ∫≡™╢ ─ ─ ╩ ∫≡ↄ╣≡№

╡⁸∕↓⌐ ↕╣╕⇔√⁹ ⅜ ⁸ ⇔╕⇔√⁹ 

β ₈™∫∑™ ₉⌐ ⅜ ⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

│⁸ ♄ⱶ⌐⅛⅛╦╢ │⁸ ─ ⇔√ ─ ™ ╩∕─╕╕⌂∙∫√

∞∫√─≢⁸ ⌐ ╢ ─ ⁸ ╩ ∆╢ ─♅ꜗfi☻⌂─≢⁸ ∆╢╟℮⌐ ⇔╕⇔

√⁹  

 2017 7 2 ⌐ ↕╣√ ─╕╕  

ꜞ♬▪╛♄ⱶ  ≤ ⅎ╢  

₈ꜞ♬▪╩ ה℮ Ⱡ♇♩₉₈ ♄ⱶ─ ╩ ╘╢ ₉⌂≥ ⅜ 26

⁸ ≢⁸ ≤ ⇔√⁹ │⁸ ⅜₈ ≤ ╩

╣ ─ ™∫∑™ ₉≤ ╪≢⅔╡⁸ 1 ─ ⁹ ▪♬ꜞⱴ│⁸כ♥─

╛ ♄ⱶ ⌂≥≢⁸ │⁸ ≤─₈ ₉─

╛⁸♄ⱶ ─ ╩ ⇔√⁹ │₈ ⌐ ╩ ∆╟℮⁸ ⌂ ╩ ∂╢

╟℮ ╘╢₉⌂≥≤ ⅎ√⁹ ≤ ─ │⁸ ⌂≥⅜ ⇔√ 1977

⌐⁸ ⅜ ≤ ⇔ ∫√─⅜ ╕╡⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170627-00000037-nataliee-movi.view-000
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ỵ ֕ ⌠  

שׁ  ỵ Ѐ ֕   

「ジャーナリズムは民間非営利活動。飯のために記事を書くことはしな

い。記事を書いて食べていく」を信条とし、自らを獨往記者とするジャーナ

リスト相川俊英さんの講演は、彼が獨往記者の 3 原則に挙げる―現場当

事者取材、オリジナル、自己完結－に導かれた実にわかりやすい。私たち

の市民運動にとって示唆に富む内容でした。以下は講演内容の概要で

す。 

 

税金の使われ方には2 タイプあり、1 つは景気浮揚、中央政治主導、ツケ回しのタイプ。これをＡ型とする。 

もう一つに課題解決、地域住民主導、世代間の負担公平化のタイプ、これをＢ型としてみる。 

日本の場合、ほとんどがＡ型であって税金を国が集めて地方に配分する仕組みで、ここでは税金が統治、支配

のツールになっている。 

↓℮⇔√ │ 3 ╩╙√╠∆⁹ 

1≈│ ⁸ ⅜ ╩ ╡ ─ │ ⌐⌂╢≤™℮ ╩ ╖ ∆⁹ 

2≈ │ ∞↑─ ≤ ⁸ ⅜ ⇔ ≤ ─ ─☻Ɽ▬ꜝꜟ ╩ √

∆⁹ ─ ⌐ √⌂™ ה ┌⅛╡≤⌂╡ │ ∆╢⁹ 

3≈ │⁸∕─ │ ⇔ │ ╦╣╢⁹ 

 ♄ⱶ ⅜↓╣⌐ ∆╢⁹ 

 

─ ⌐ ≤⇔≡⁸ ⌐ ≢⁸ ⌐≈╠╣╢↓≤⌂ↄ

≢│⌂ↄ ─ ╩ ⇔√ ≤ ≢ ♄ⱶ─ ╩ ∟ ⇔√

╩№→√⁹⌂− ⅜ ≢⅝√⅛⁹™∏╣╙ ≢№∫√ ≤ ⌐│

─ ⌐ ↕╣∏⁸ ⌐ ╦∏ ╠─ ⅎ╩ ⇔ ⇔√≤™℮ ⅜№╢⁹ ┼─ ™

⅜№∫√⁹∕⇔≡ ≤⌂╢ ─ ≤ ⅜ ⌂∫≡ ⇔ √⁹ 

⅛╠ ┼─ ─ 1 │ ╩ ⅎ╢↓≤⌐№╢⁹ 

─ ╩ ╛ ⌐ ┬⁹ 

─ ≤ ∆╢⁹ 

─ ╩ ⌐ ╛∆⁹ ⅜  

 

⌂⌐⅛╩⅛ⅎ╟℮≤∆╢ ⅜╙≈═⅝ ≈─↓↓╤ⅎ 

⁸ ≢│⌂ↄ ⇔≡╙╠℮⁹ 

  │ ⅛╠─ ⁹ ─ ≢ ⅜ ╠╣╢⁹ 

⁸ ≡╩ ⅎ╟℮≤∆╢≤⅛ⅎ∫≡⌂⌐╙ ╦╠⌂™⁹ 

  │ ⌐⌂╢⁹ ≤ ∂⁹ 

  ╩◖fiⱤ◒♩⌐ ⌐⁹ 

⁸™╤╪⌂ ≤ ╩∆╢⁹ ≢⅝╣┌ 1 1─ ⇔≢  

  ⅜ ⇔⌐ↄ™ ⌐⌂∫≡™╢⁹ ⇔∞≤₈ │⌡₉₈ⱱfi♩│₉≤™℮ ⅜ ↑╢⁹ 

⁸ ⌐ ╩ ╘∏ⱪ꜡☿☻╩ ⌐∆╢⁹ 

⁸ ⇔™≤ ⅛⌂™⁹ 

  ╢ↄ ⇔ↄ╛╡╕⇔╞℮⁹ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢≤™℮ ↕⅜№╢≤™™⁹ 

⁸ ⅛╩ ⅎ╟℮≤∆╢ │⁸ ╙ ╦╠⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹   

 

╕≤╘ ♄ⱶ│ ╩ ⇔⌂™⁹ │ ≢ ∆╢⁹                  

 

₈ ⅜ ╡ √⌂™≤↓╤⌐╕≤╙⌂ ⌂≥№╡ ⌂™⁹↓─↓≤╩↓╣⅛╠╙ ≢ ⌐

┘ ↑≡™⅝╕∆⁹₉≤ ↄ ∫√ ↕╪⁹ ⅜ ⅛╠ ∫≡↓╠╣√ ₈ ─  │

ₐ ₑ≢ ∆╢₉⁸₈ ╩ ∆╢₉( )─ 18 │↓─ ⇔╕⇔√⁹ 
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ʥ ͻ  
 

 

♄ⱶ ─ ⅜⌂ↄ⌂∫√ ─ ⅜ ≢№∫√ ↓≤⅜ ↕╣╕⇔√⁹

─ ╩ ♄ⱶ⌐ ⅜ ⇔≡™╢↓≤⅜♄ⱶ≠ↄ╡─ ≤⌂∫≡™╢─≢⁸ ⅜

─ ╩ ∆╣┌⁸ ♄ⱶ │ ⌐ ╡╕∆⁹ ⅜ ⇔≡™⌂™↓≤⅜ ⇔√ ─

│⁸♄ⱶ ─ ⌂ ⅜≢⅝√╦↑≢∆⁹ 

пַאϥ ρ  

●資料「＝はやわかり＝設楽ダムは要らない！」を同封しました。署名をお願いするときの説明にご利用ください。 

 

▼現在もうちょっとで1 万筆というところです。個人的に集められた署名がほとんどで「頑張ってください」のエールと

ともに送られてきます◆今回署名用紙を2 枚同封しました。お盆休みでご家族が集まることも多いかと思います。ぜ

ひお願いしてください。子どもさんもＯＫです。代筆されてもＯＫです。●↔ ™√∞↑╢ ⁸ ≢

╩⅔ ╘─ │⅔ ⁸↔ ⁸ ╩ ─ ┼⅔ ╠∑ↄ∞↕™⁹ ╩⅔ ╡™√

⇔╕∆⁹Ộ │₈ ♄ⱶ─ ╩ ╘╢ ₉─ⱱכⱶⱭכ☺⅛╠╙♄►fi꜡⁹∆╕⅝≢♪כ 

 

─⅔ │ ⌐ ↕╣⁸↔ ╩™√∞™≡⅔╡╕∆⁹ ⌐ ⅜ ™≡№╡╕∆⁹ 

⅔ ⌐⅔ ╡─ │−└↔ ╩  

▪♬◗♃Ɽה    ─ 3- 20- 17 ἤ 052 950 7721 

-Ⱬꜟ◦fi◓№™    2ה 15- 13   ἤ 052 602 5930 

꞉♄  2◘ꜟ◒▬◘♩⸗ה 9- 1      ἤ 0536 23 5101 

-ⱨ▼ⱥⱴ꞉ꜞ    31             ἤ 090◌ה 2947 5694 

6 ☻♃כ꜡▼ⱬ☺♃ꜟ◌ⱨה 16- 12    ἤ  0532- 69- 0880 

ה    80      ἤ 0531- 45- 3069 

 

ừ Ⱦɞǲǫǋǭἶ ǯ ˧ ǵ̝ǵǛ К 

ȾɞǶ˹ Ⱦɞ˗ ǓɞȾǮӾ ǧǯǠȒ  

      ≤ ⅝ 2017 8 20 2 00 5 00 

      ≤↓╤  104  

      ⁹ ─ ╙ ≢⅝╕∆⁹ ⇔ↄ│ ♅ꜝ◦╩↔ ↄ∞↕™⁹ 

ừ Ǩ ɆɧȷɆ ǲ̮ ǯ׀Ѽș ǖ̸ ș ǋȅǠƳ ╩ ⇔╖⌂⅜╠ ⌐  

      9 13 9 00 16 00 ─≈ↄ ⌐⅔ ⇔ↄ∞↕™⁹  

       ﬞ Ⱶꜙכ☺▪ⱶ  ἤ 0533-85-3775                   

      ∟╙─ ≢ ⅝╕∆⁹ ╩⅔ ∟─ │ ∫≡ ≡ↄ╣╢≤№╡⅜√™⁹ 

 

ừ 2017 ─ ╩ ⇔╕⇔√⁹ │ 1 000 ≢∆⁹ ╛ ⌐ 

⅔ ╖™√∞™√ ⌐╙ ⅜ ∫≡™╕∆⁹ ⌐↔ ↄ∞↕™⁹ 

ừ 2016 2017 6 20 ╕≢─ ╩ ⇔╕∆⁹↓─ │ 7 2 ─ 

≢ ↕╣╕⇔√⁹ 

 

♄ⱶ─ ╩ ╘╢   http://www.nodam.org/   

   ichinok7@mx3.tees.ne.jp  

  ₔ440- 0069 1 3 0532- 54- 7305 okumiya@xj.commufa.jp   

 

Ḉ 1 ΪỘ ḃ ᾊ Ƹ ᶀᴦ  

http://www.nodam.org/
mailto:　ichinok7@mx3.tees.ne.jp
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